
【期間限定】
「捨てられないものない！」プロジェクト

【事業概要】
岡山市では収集していない品目の処分でお困りの声にお応えし、『期間限
定』で民間事業者の敷地に市の回収拠点を設置し、７月１日から持ち込みに
より回収します！

【持ち込み場所】

・西日本アチューマットクリーン本社 中区藤原50番地の1

・西日本アチューマットクリーンEフォレスト岡山 北区御津虎倉1886番地

※場所により持ち込みできない品目があります。

【持ち込み期間】

令和８年７月１日（水）～１２月２５日（金）

８：３０～１６：３０（１２：００～１３：００を除く）

定休日：土日祝

【持ち込み品目】

①土砂混じりのがれき類

②レンガ・ブロック

③中身の残ったスプレー缶（整髪料、殺虫剤、カセットコンロ用など）

④中身の残った塗料缶、廃油缶、農薬

※各品目、土のう袋で１袋程度を上限として回収します。

※建築廃材は回収できません。

※④はEフォレスト岡山（北区御津虎倉1886番地）のみ持ち込み可能です。

※④は検品の結果、有害物質の混入があれば回収できません。

詳細はこちらから→https://www.e-nac.co.jp/office/

【お問い合わせ】

㈱西日本アチューマットクリーン 086-299-0211

【持ち込みの流れ】
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